
お知らせ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度 

保
険

料
・
被
保
険
者
証
に
つ
い
て

被
保
険
者
証
の
更
新

　
現
在
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
証（
青
色
）の
有
効
期
限
は
令
和

５
年
７
月
31
日
ま
で
で
す
。
令
和
５
年

８
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る
被
保
険
者

証（
ク
リ
ー
ム
色
・
有
効
期
限 

令
和
６

年
７
月
31
日
）は
７
月
中
旬
に
送
付
し

ま
す
。

一
部
負
担
金
の
割
合

　
医
療
機
関
な
ど
で
支
払
う
一
部
負
担

金
の
割
合（
１
～
３
割
）は
、
所
得
区
分

に
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。
所
得
区
分
は

前
年（
令
和
４
年
中
）の
所
得
に
よ
り
毎

年
判
定
す
る
た
め
、
新
し
い
被
保
険
者

証
で
は
割
合
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

※保険料は年度（４月から３月までの 12 カ月）で計算し、
年度の途中で加入した場合は加入月から計算します。なお、
１人当たりの保険料は、100 円未満を切り捨てます。
※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額
などから基礎控除額（合計所得金額が 2400 万円以下の場合
は 43 万円）を控除した額です。

＋ ＝
１人当たりの
年間保険料額

（限度額 66 万円）

均等割額
（4 万 7500

円）

所得割額（賦課の 
もととなる所得金額）

×
所得割率

（9.50％）

均
等
割
額
軽
減
の
見
直
し
に
つ
い
て

　
世
帯
の
所
得
状
況
に
応
じ
て
均
等
割

額
が
軽
減
さ
れ
て
い
ま
す
。
令
和
５
年

度
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

保
険
料
の
納
付
方
法

　
保
険
料
は
基
本
的
に
年
金
か
ら
の
天

引
き
と
な
り
ま
す（
特
別
徴
収
）。
た
だ

し
、
特
別
徴
収
の
事
由
に
該
当
し
な
い

方
や
年
度
の
途
中
で
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
し
た
方
、
他
の
市
町
村
か

ら
転
入
し
て
こ
ら
れ
た
方
は
、
納
付
書

問
地
域
医
療
連
携
課
☎
21
‐
０
２
５
８

や
口
座
振
替
の
納
付
と
な
り
ま
す
。（
普

通
徴
収
）

問
税
務
課
☎
21
‐
０
２
１
４

保
険
料
の
納
付
は
、
便
利
な
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い　
手
続
き
は
市
指

定
の
金
融
機
関
な
ど
で
可
能
で
す
。

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
交
付

　

７
月
１
日
か
ら
、
道
路
交
通
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律（
令
和
４
年
法

律
第
32
号
）の
う
ち
、
特
定
小
型
原
動

機
付
自
転
車（
い
わ
ゆ
る
電
動
キ
ッ
ク

ボ
ー
ド
な
ど
）の
交
通
方
法
な
ど
に
関

す
る
規
定
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
対
象
車
両
に

特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
用
ナ
ン

バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
交
付
を
開
始
し
ま

す
。

対
象
車
両　

原
動
機
付
自
転
車
の
う

ち
、
外
部
電
源
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
電

気
を
原
動
力
と
す
る
も
の
で
以
下
の
要

件
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の
。

〇
原
動
機
の
定
格
出
力
が
０・
６
０
キ

ロ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と

〇
長
さ
１・９
メ
ー
ト
ル
以
下
、
幅
０
・

６
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と

〇
最
高
速
度
が
20
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時

以
下
で
あ
る
こ
と

交
付
日　
令
和
５
年
７
月
１
日
以
降

問
税
務
課
☎
21
‐
０
２
１
４

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

臨
時
特
例
手
続
が
終
了
し
ま
す

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
所
得
が
減
少
し
た
人
な
ど
を
対
象

に
国
民
年
金
保
険
料
を
免
除
・
納
付
猶

予
す
る
臨
時
特
例
手
続
が
、
令
和
４
年

度
分
の
申
請
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

　
な
お
、
申
請
月
の
２
年
１
カ
月
前
の

月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま

す
の
で
、
希
望
す
る
場
合
は
早
め
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
対
象
期
間

学
生
納
付
特
例
申
請　
令
和
５
年
３
月

分
ま
で

免
除
・
納
付
猶
予
申
請　
令
和
５
年
６

月
分
ま
で

　
ま
た
、
令
和
５
年
度
分
の
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
所
得
審
査
に

よ
る
免
除
申
請
な
ど
を
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
学
生
納
付
特
例
申
請
は
令
和
５

年
４
月
か
ら
、
免
除
・
納
付
猶
予
申
請

は
令
和
５
年
７
月
か
ら
受
け
付
け
を
開

始
し
ま
す
。

問
日
本
年
金
機
構
高
梁
年
金
事
務
所

☎
21
‐
０
５
７
０
／
市
民
課
☎
21
‐

０
２
５
２

トロイ市長らが４年ぶりに来高
５月17日～20日　市内各地

　国際姉妹都市である米オハイオ州トロイ市から、

公式訪問団が高梁市を訪れました。４年ぶりとなっ

た今回の訪問では、備中松山城や市内の企業、吹屋

地域などを近藤市長らと巡ったほか、以前中学生派

遣団としてトロイ市を訪れた男性が、ホームステイ

先であったオウダ市長と再会するなど、両市の親交

がさらに深まりました。

問
岡
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
８
６
‐
２
４
５
‐
０
０
９
０

保
険
料
の
決
ま
り
方

　
負
担
す
る
保
険
料
は
、
被
保
険
者
全

員
が
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」
と
、
被

保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る

「
所
得
割
額
」
の
合
計
額
と
な
り
、
次

の
計
算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
ま
す
。

　
均
等
割
額
な
ど
は
２
年
ご
と
に
見
直

さ
れ
て
お
り
、
令
和
５
年
度
は
左
上
の

表
の
と
お
り
で
す
。

対象者の所得要件対象者の所得要件
( 世帯主およびその世帯の被保険者の総所得金額などの( 世帯主およびその世帯の被保険者の総所得金額などの
合計が下記の金額以下の世帯 )合計が下記の金額以下の世帯 )

均等割の軽減割合

令和５年度

43 万円＋（給与所得者などの数－１）× 10 万円 ７割

43 万円＋（給与所得者などの数－１）× 10 万円 
＋ 29 万円×（被保険者数） ５割

43 万円＋（給与所得者などの数－１）× 10 万円 
＋ 53.5 万円×（被保険者数） ２割

高梁市の市外局番は「0866」です 8Ｒ5 (2023) ６月9 Ｒ5 (2023) ６月

短
歌
短
歌  　
　
　
　

満満ま
ん
か
い

ま
ん
か
い開開
のの  

桜桜さ
く
ら

さ
く
らにに
囲囲か
こ
か
こ

ま
れ
た
だ

ま
れ
た
だ
一一い
ち
り
ん

い
ち
り
ん輪輪  

黄黄お
う
ご
ん

お
う
ご
ん金金
にに
咲咲ささ

く
よ
く
よ  

た
ん
ぽ
ぽ
の

た
ん
ぽ
ぽ
の
花花は
な
は
な　
　
　
　

佐佐ささ

藤藤と
う
と
う

健健け
ん
け
ん

司司じじ

さ
ん（
落
合
町
近
似
）

さ
ん（
落
合
町
近
似
）

短
歌
短
歌  　
　

ウ
ク
ラ
イ
ナ　

ス
ー
ダ
ン
も
ま
た
戦
火
燃
ゆ　

　
　

ウ
ク
ラ
イ
ナ　

ス
ー
ダ
ン
も
ま
た
戦
火
燃
ゆ　

Ｉ
Ｔ
進
め
ど
本
性
変
わ
ら
じ

Ｉ
Ｔ
進
め
ど
本
性
変
わ
ら
じ  　
　
　
　

一一ひ
と
ひ
ら
ゆ
う
し

ひ
と
ひ
ら
ゆ
う
し

片
遊
子

片
遊
子
さ
ん（
成
羽
町
成
羽
）　

さ
ん（
成
羽
町
成
羽
）　


